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１ 事業概要 

 

  屋外での移動が困難な障害者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出お

よび余暇活動などの社会参加のため、外出時にガイドヘルパーを派遣し、必

要な移動の介助および外出に伴い必要となる介護を提供するサービスです。 

 

２ 対象者 

  以下のいずれかに該当し、外出時に支援が必要な方 

   

 

① 身体障害者 

② 知的障害者 

③ 精神障害者 

（発達障害者を含む） 

④ 難病患者等 

⑤ 障 害 児 

  

 

※ ただし、重度訪問介護、同行援護、行動援護等、他の制度で外出時

の介護が行われる方については対象外です。 

 

３ 利用時間 

 （１）利用時間は、１回 30分単位です。 

  ※ ただし、30分以上の利用時間については 15分以上を切り上げ、15分

未満を切り捨てとして算定します。 

 （２）１か月あたりの利用時間は、50時間を上限として必要と認められる時

間数となります。 

   ※ただし、通学介助、送迎介助および通所介助(以下、「通学介助等」と

いう)の利用者で、余暇の時間数とあわせて、50時間以上の支援が必

要と認められた場合は、通学介助等の用途に限り、１か月あたり 23

時間を上限として 50時間を超えて利用することができます。 
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４ 実施方法 

（１）サービスの形態 

  練馬区における移動支援事業のサービス形態は「個別支援型」となりま 

す。   

「個別支援型」とは 

 

    利用者１名に対して、ガイドヘルパー１名が付き添うマンツーマンに

よる支援 

   ※支給決定によっては、ガイドヘルパー２名の場合もあります。 

 

（２）移動の方法  

  ① 移動は原則として、徒歩または公共交通機関（バス・電車）等を利

用して行います。 

  ② 利用者が調達するタクシー等の移動手段も利用できます。 

   ※ 介護タクシー等を利用した場合の交通費は、利用者が全額負担し

ます。区へは請求できませんのでご注意ください。 

  



 

 

 

  
 

 

  

3 
 

５ 移動支援利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※相談窓口 Ｐ25～27参照 ① 相 談 

② 申 請 

③ サービス利用意向調査 

④ サービス等利用計画案等の提出 

（障害福祉サービス等と併用の場合） 

⑤ 事業所の選択 

支給決定 

・申請書等の記入 

・サービス内容により必要書類の提出 

区は、障害状況に応じ、身体介護の

有・無の区分を含め、支給時間を決定 

※審査の結果、不支給となる場合も有 

⑥ 利用契約・サービス利用開始 

受給者証が届いたら、練馬区に登録している

事業所に相談し、利用する事業所を選択 

※事業所名簿は、区 HP、総合福祉事務所およ

び保健相談所にあります 

⑦ 更 新 

契約にあたり受給者証を提示 

※事業者は申込方法や料金の支払い、

キャンセルの規定などについて利用

者に説明してください 

※事業者は利用者と契約後、契約内容

を総合福祉事務所または保健相談所

に報告してください ※支給期間は原則１年以内です 

 継続利用を希望の方は更新の手続が必要となります 

なお、更新しない場合は、サービス利用できません 
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６ 移動支援の対象範囲 

 

基本的には居宅を出発し居宅へ戻る間の移動が対象となり、「社会生活上

必要不可欠な外出」および「余暇活動など社会参加のための外出」であっ

て、またそれらが、「社会通念上公的サービスの対象として適当であるかど

うか」で、判断します。なお、１日の範囲内で用務を終えるもの（※）に

限ります。 

 

 

 

 

  ①社会生活上必要不可欠な外出 

   【外出先の例】 

・金融機関での手続き 

    ・公的手続きまたは障害福祉サービスの利用に係る相談、手続きのた 

めの官公署等への外出（通院等介助を利用できる場合を除く） 

  ②余暇活動等社会参加のための外出 

   【外出先の例】 

    ・文化施設等の利用 

    ・散歩 

    ・スポーツ施設等の利用 

    ・買い物 

    ※宿泊を伴う外出支援については、Ｐ16の Q７参照 

 

 

 

① 外出の内容・目的により対象とならない場合 

    ・通勤、営業活動等の経済活動に係る外出 

   ・通年かつ長期にわたる外出 

   ・社会通念上本制度を適用することが適当でない外出 

   ・障害者関係の施設や団体が実施するプログラムにおける職員の補佐を 

介助者が行わなければならないとみられる外出 

   ・事業を提供する事業者が、自ら実施する催し等のプログラムに参加さ 

対象となる外出 

対象とならない外出 

基本的な考え方 
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せることを目的とした外出 

② 他に支援制度（障害福祉サービス・介護保険サービス等）がある場合 

    利用者が、法令に基づく他のサービス制度（障害福祉サービス・介護

保険サービス等）に該当する場合、他のサービスが支援対象とする外出

については、移動支援事業の対象として認められません。 

    ただし、他のサービス制度の利用手続きが間に合わない等、緊急一時

的な場合については、移動支援事業の対象として認めることができま

す。 

 

    ※具体的な内容については、Ｑ＆Ａをご参照ください。 

なお、判断に迷う場合は、事前に管轄の総合福祉事務所または保健相 

談所へご相談ください。 

 

 

 

 公の職務の執行ための外出 

   【外出先の例】 

    ・裁判員、検察審査会等への招集に応じての出席 

    ・官公庁等からの委嘱を受けた委員等の会議の参加等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他区長が特に必要と認めるもの 

 

 

るもの 
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７ 通学介助 

（１）サービス内容 

小学校、中学校、高等学校、大学等、特別支援学校（幼稚部および専攻

科を含む）および学童クラブへの送迎が対象となります。学校内の移動は

サービスの対象外です。 

また、通学バスの利用者も対象となりますが、乗車中はサービスの対象

になりません。自宅からバスポイントまで、バスポイントから自宅までの

支援が対象となります。 

※障害児通所支援事業（放課後等デイサービスなど）への送迎は、移動

支援および通学介助の原則対象外です。（学校から放課後等デイサービス、

放課後等デイサービスから自宅までの送迎も同様です。） 

 

 

 （２）支給要件 

   ①対象児童の家族（同居・別居にかかわらず）の疾病、事故、出産、障 

害等により、保護者が対象者の通学の介助ができない場合 

②保護者（両親）の就労、保護者自身の疾病、障害等により、通学の介   

 助ができない場合 

③その他の事情により、保護者が対象者の通学の介助ができない場合 

    ※支給要件については、就労証明書や診断書等の書類で確認します。 

    ※支給決定後、状況に変化のあった場合は必ずお申し出が必要です。 

  

  

（３）１か月当たりの支給時間数 

原則として、１か月あたり 23時間までとなります。また、通学に時間を 

要し 23時間で足りない場合は、１か月あたり 46時間までとなります。 

 移動支援の余暇利用との併用については、Ｐ１の「３ 利用時間」を 

ご参照ください。 
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８ 送迎介助 

（１）サービス内容 

生活介護事業所の通所に係る送迎バスの利用にあたり特別な支援を必

要とする障害者に対し、自宅からバスポイントまで、バスポイントから

自宅までの送迎を支援するサービスです。 

直接、自宅から事業所まで、事業所から自宅までの支援は対象外で

す。 

 

 

（２）支給要件 

   ①対象者の家族（同居・別居にかかわらず）の疾病、事故、障害等によ 

り、介護者が対象者の送迎の介助ができない場合 

②介護者の就労、介護者自身の疾病、障害、要介護状態にあること等によ

り、送迎の介助ができない場合 

③その他の事情により、介護者が対象者の送迎の介助ができない場合 

    ※支給要件については、就労証明書や診断書等の書類で確認します。 

    ※支給決定後、状況に変化のあった場合は必ずお申し出が必要です。 

 

 

（３）１か月当たりの支給時間数 

原則として、１か月当たり 23時間までとなります。 

  移動支援の余暇利用との併用については、Ｐ１の「３ 利用時間」を 

ご参照ください。 
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９ 通所介助 

（１）サービス内容 

   就労継続支援Ｂ型事業所の通所に当たり特別な支援を必要とする障害者

に対し自宅と就労継続支援Ｂ型事業所間の送迎を支援するサービスです。 

 

 

（２）支給要件 

  次の①と②いずれにも該当する場合、支給対象となります。 

  ①対象となる方 

   就労継続支援Ｂ型事業所に通所する在宅（※１）の障害者のうち、高

齢化または障害状況の変化等により、通所が困難になった者で、障害支

援区分３以上（※２）の者 

※１ ショートステイやグループホームを利用している方でも対象と 

なる場合があります。 

※２ 障害支援区分が２以下、または非該当の場合は、障害支援区分 

認定調査項目のチェックにより、障害支援区分３と同等以上で 

あるか判断します。 

 

 

    ②介護者が次のいずれかに該当する場合 

   ア 対象者の家族（同居・別居に関わらず）の疾病、事故、障害等に

より介護者が対象者の通所の介助ができない場合。 

   イ 介護者の就労、疾病、障害、要介護状態にあること等により、通

所の介助ができない場合。 

ウ その他の事情により介護者が対象者の通所の介助ができない場 

合。 

     ※支給要件については、就労証明書や診断書等の書類で確認します。 

      ※支給決定後、状況に変化のあった場合は必ずお申し出が必要です。 

 

（３）１か月当たりの支給時間数 

１か月当たり 46時間までとなります。 

  移動支援の余暇利用との併用については、Ｐ１の「３ 利用時間」を 

ご参照ください。 
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１０ 移動支援給付費および利用者の負担 

  区民税課税世帯の方は、費用の１割が自己負担となります。自己負担につい

ては課税状況に応じて、一月の上限額が設定されます。生活保護世帯、非課税

世帯の自己負担はありません。 

また、負担上限月額の設定にあたっては、申請時に課税等の状況について確

認をします。負担上限月額については、受給者証に記載されます。その他、サ

ービス提供中の移動にかかる交通費や入場料等については、利用者負担となり

ます。 

利用者から受領する費用については重要事項説明書で十分説明し、必ず同意

を得てください。 

 

【移動支援事業の報酬単価】  

 １ 基本 

 

区分 支援時間 単価 １割負担額 

身体介護あり 

30分未満 ３，１００円 ３１０円 

30分以上 1時間未満 ４，５００円 ４５０円 

1時間以上 1.5時間未

満 
６，４００円 ６４０円 

1.5時間以上 2時間未

満 
７，３００円 ７３０円 

以降 30分ごとに ９００円 ９０円 

身体介護なし 

30分未満 １，５００円 １５０円 

30分以上 1時間未満 ２，３００円 ２３０円 

1時間以上 1.5時間未

満 
３，０５０円 ３０５円 

1.5時間以上 2時間未

満 
３，８００円 ３８０円 

以降 30分ごとに ７５０円 ７５円 
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２ 加算   

（１）日中（午前８時から午後６時まで）以外の時間帯については、１回に  

つき所定単価の 100分の 25の加算となります。 

（２）要綱第 52 条第２項に規定する利用者負担額の上限について管理を行っ

た場合に、一月につき 1,680円の加算となります。 

  注 区分「身体介護あり・なし」について 

    日常生活上の「歩行」「食事」「排泄」における身体介助の必要性の有無、

また行動障害の程度により判断を行います。 

 

 

【外出に係る費用の負担】 

  外出時の交通費、入場料等はヘルパーの分も含めて利用者の実費負担とな

ります。ただし、食事代については各自で負担となります。  

※  移動支援事業者は、利用者から受領する費用については重要事項説明 

書で十分に説明し、必ず同意を得てください。 
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１１ 上限管理 

  支給決定障害者等のうち一月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過

することが予想される方については、当該支給決定障害者等の利用者負担の

上限額の管理が必要となります。 

 

（１） 上限額管理事業所の設定について 

    

   原則、契約支給量の多い事業所が上限管理を行います。 

 

   ※上限管理が必要になった場合は、利用者は「利用者負担上限管理事務

依頼（変更）届出書」を管轄の相談窓口へ提出する必要がありますの

で、ご案内ください。 

    なお、届出書は練馬区ホームページからダウンロードできます。 

 

＜ホームページ＞ 

     練馬区トップページ＞保健・福祉＞障害のある方＞事業者向けの情

報＞請求関係＞地域生活支援事業請求関係＞契約内容報告書および

利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

  

12 
 

（２）上限額管理加算について 

 

例１）利用者ＸはＡ事業所・Ｂ事業所・Ｃ事業所の３事業所と契約 

Ａ事業所は上限額管理事業所 

その月、Ａ事業所の利用はなし。Ｂ事業所、Ｃ事業所の利用あり。 

 

 

２事業所を利用しているため、上限額管理の調整が必要となり、 

Ａ事業所の利用がなくても加算対象となります。  

 

※ただし、このような状況が続く場合、上限額管理事業者の変更を  

して頂く必要があります。  

 

例２）利用者ＸはＡ事業所・Ｂ事業所の２事業所と契約 

Ａ事業所は上限額管理事業所 

その月、Ａ事業所の利用はなく、Ｂ事業所のみ利用 

 

 

加算対象となりません。上限額管理結果票の提出も不要です。 
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１２ 事業所の登録等 

  練馬区で移動支援事業を実施しようとするときは、事業所の登録が必要で

す。申請は事業者（法人）が行い、事業所ごとの登録となり各事業所に地域

生活支援事業の事業所番号が付与されます。 

サービスの開始は、登録後に練馬区から送付される「地域生活支援事業者

登録通知書」に記載される登録日以降となります。登録日前のサービス提供

分は給付の対象となりません。 

 

 

事業所登録の手続（登録・変更・休止・廃止・辞退） 

 

    練馬区のホームページから各申請に必要な申請書をダウンロードし、

ご記入の上必要書類を添えて、障害者サービス調整担当課事業者支援係

にご提出ください。 

 

   ＜ホームページ＞ 

      練馬区トップページ＞保健福祉＞障害のある方＞事業者向けの情 

      報＞指定・登録関係＞事業者登録関係申請書等 

 

     ※登録完了後、練馬区から「地域生活支援事業者登録通知書」を送

付します。登録通知書は事業所内の見やすい場所に掲示し、紛失

のないようにお願いします。 

 

 

 

    登録には期限があり更新が必要となります。更新の時期が近づきまし

たら、登録事業所へ文書でお知らせします。更新の手続が行われない場

合は、登録が抹消されます。再度、練馬区で移動支援事業を実施する場

合は、新規登録の手続が必要となります。 
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１３ Ｑ＆Ａ 

＜移動支援編＞ 

 

Ｑ１ 移動支援の対象となる外出を教えてください。 

  

Ａ１ 利用対象となる外出は、社会生活上必要不可欠な外出および社会参加

のための外出となります。 

【主な事例】 

＜社会生活上必要不可欠な外出＞ 

     ・金融機関への手続き 

     ・公的手続き、または障害福祉サービスの利用に係る相談、手続き 

のための官公署等への外出（通院等介助を利用できる場合を除く） 

＜社会参加のための外出＞ 

・文化施設等の利用 

・観光施設等の利用 

・スポーツ施設等の利用 

・買い物 

・宿泊を伴う旅行 

  ※ただし、視覚障害者の宿泊を伴う移動については、障害者総合

支援法に基づく同行援護を利用することとなります。 

 

 Ｑ２ 移動支援の対象とならない外出を教えてください。 

 

 Ａ２ 対象とならない外出は、次のとおりです。 

① 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出 

② 通年かつ長期にわたる外出 

（通年かつ長期にわたる外出とは、通勤、通学（通学介助として認

めるものを除く）、障害福祉サービス事業所への通所等（通所介助

および送迎介助として認めるものを除く）、一年を通して継続的

に、長期的にわたって必要となる外出） 

③ 社会通念上本制度を適用することが適当でない外出 

（賭博性の強い娯楽に適用する外出（パチンコ、競馬、競輪等）） 

④ 障害者関係の施設や団体が実施するプログラムにおける職員の補佐

を介助者が行わなければならないとみられる外出 
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⑤ 事業を提供する事業者が、自ら実施する催し等のプログラムに参加

させることを目的とした外出 

 

 Ｑ３ 他の障害福祉サービスを利用している場合、移動支援を利用できない

ことがありますか？ 

 

 Ａ３ 移動支援と同種の障害福祉サービス(行動援護、同行援護、重度訪問

介護、重度障害者等包括支援)を利用する方や施設入所支援、療養介

護を利用している方は、利用できません（※）。 

短期入所や日中一時支援を利用する場合については利用可能な場合が 

あります。また、基本的に通所等を目的として移動支援は利用できま

せん。 

※ 施設入所支援、療養介護を利用している場合でも、長期休暇等に 

より自宅に戻っているときは利用可能です。 

 

 Ｑ４ 移動支援を利用する場合、利用者がサービス利用料以外に負担する費

用はありますか？ 

 

 Ａ４ 移動にかかる交通費や入場料等、利用者分とヘルパー分について利用

者が負担することになります。利用者から受領する費用については重

要事項説明書で十分に説明し、必ず同意を得てください。 

 

 Ｑ５ 現在Ａ事業所で移動支援を利用していますが、他の事業所でも利用は

可能ですか？ 

 

 Ａ５ 複数の事業所で利用することは可能ですが、決められた支給時間内で

計画的にご利用ください。また、一月あたりの利用者負担額が負担上

限月額を超過することが予想される場合、利用者負担の上限額の管理

が必要となります。原則、契約支給量の多い事業所が上限管理を行い

ます。 

利用者は、利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書を管轄の総合福

祉事務所または保健相談所に提出してください。 
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 Ｑ６ １回のサービス提供時間に制限はありますか？ 

 

 Ａ６ １日の範囲内で用務を終えるものであれば、１回のサービス提供時間

に制限はありませんが、事業所ごとに利用者と契約している一月当た

りの支給量を超えることはできません。 

 

 Ｑ７ 旅行に行くのに移動支援を利用することはできますか。宿泊を伴う旅

行でも利用できますか？ 

 

 Ａ７ 旅行の際に移動支援を利用することは可能です。（※） 

宿泊を伴う旅行は、１泊２日の利用を、１年に２回まで利用すること

ができます。別途、支給決定が必要となりますので、管轄の総合福祉

事務所や保健相談所にご連絡ください。 

旅行で利用する月に支給量の変更を行う場合も、上限は 50時間まで

となります。旅行での利用については、実働時間にかかわらず 1日あ

たり 12時間の算定となります(１泊２日で 24時間分)。１か月の上限

時間を超えることがないようご注意ください。 

    ※ 視覚障害者の宿泊を伴う移動については、障害者総合支援法に基

づく同行援護を利用することとなります。 

 

Ｑ８ 通院する場合または、入院中の方が退院する場合に移動支援を利用で

きますか？ 

 

Ａ８ 移動支援は原則利用できませんが、居宅介護（通院等介助）の対象に

なる場合がありますので、管轄の総合福祉事務所または保健相談所に

ご相談ください。 

 

Ｑ９ ヘルパーが運転する車を利用して目的地まで移動した場合でも、移動 

支援は使えますか？ 

 

Ａ９ ヘルパーが運転手を兼ねる場合にあたっては、運転中は介助が行われ

ている状態とはみなせないため、運転している時間はサービス提供時

間から控除します。 
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Ｑ10 ヘルパーが事業所から自宅(待ち合わせ場所等）までに要する交通費を

利用者から頂くことはできますか？ 

 

Ａ10 自宅等が、事業所の定める運営規程の「通常のサービス提供地域」と

なっている場合は、利用者から交通費を頂くことはできません。 

 

Ｑ11 １回の移動支援で複数の目的地に行くことは可能ですか？ 

 

Ａ11 可能です。ただし、一連の外出の中で、一ヶ所でも移動支援の対象と

ならない目的地が含まれる場合は、当該移動支援全体が算定の対象と

なりません。 

 

Ｑ12 事業所が主催した集団旅行・遠足等のレクリエーション活動に際して

移動支援を利用することはできますか？ 

 

Ａ12 事業所が主催した行事については、事業所側が対応すべきものとなる

ため、移動支援の対象とはなりません。 

 

Ｑ13 プールやスーパー銭湯等の余暇を目的とした利用の場合、プール内や

浴室内の支援を伴う介護を移動支援の対象として良いのでしょうか？ 

 

Ａ13 社会参加のための外出（余暇活動のための外出）として、往復の移動

にかかる支援には利用できます。プール内等での支援が必要な場合

は、算定できる場合があります。必要な支援の内容を確認し、必要性

を判断して利用の可否を決定します。管轄の総合福祉事務所または保

健相談所にご相談ください。 

 

Ｑ14 移動支援の利用にあたって、年齢による制限はありますか？ 

 

Ａ14 年齢による制限はありません。 

   ただし、障害児の移動支援については、次の観点から支給決定の判断

を行います。 

   健常児であれば単独で移動することが想定され、障害ゆえに移動支援

が必要である場合に移動支援の対象とします。 
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一方で、未就学児～小学校低学年（おおむね小学 3年生まで）の障害

児であって、その利用目的が健常児であっても単独での外出は想定さ

れないものについては、原則、移動支援の対象外となります。 

【利用できない（単独での外出が想定されない）例】 

 〈例１〉5歳の児童がデパートに行くことへの移動支援。          

〈例２〉小学 3年生の児童がプールに行くことへの移動支援（区立プ 

ールの利用にあたっては、小学 3年生以下のこどもには 18歳以 

上の付き添いが必要とされています。） 

 

Ｑ15 未就学児に対し移動支援の適用が認められる例には、どのようなもの

がありますか？ 

 

Ａ15 家族が一緒に外出する場合において、本人の障害状況により、家族の

みでは介助が行えない場合や、介助する家族等の障害等により移動時

の介助ができない場合は、未就学児であっても移動支援の利用が可能

となる場合があります。また、移動支援は障害者（児）に対する外出

を目的としており、保護者のレスパイトを目的としたものではありま

せん。 

 

Ｑ16 自宅までヘルパーが迎えに行き、外出のための用意をしていたが、突

然、利用者の具合が悪くなって、急なキャンセルとなった場合、キャ

ンセル料を頂くことは可能ですか？また、このような場合、報酬は発

生するのでしょうか？ 

 

Ａ16 支援が発生していないため、算定の対象外となります。 

キャンセル料については、利用者との契約の範囲内で頂くこととなり

ます。 

 

Ｑ17 「身体介護を伴う場合」と「身体介護を伴わない場合」では、提供で

きるサービスに差があるのですか？ 

 

Ａ17 「身体介護を伴う場合」、「身体介護を伴わない場合」の区分は、利用

者の状態像から判断するものであり、提供できるサービスを区分する

ものではありません。 
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Ｑ18 定期的なサークル活動などへの参加は、移動支援が利用できますか？ 

 

 Ａ18 社会的参加の外出とみなされるため利用できます。 

 

 Ｑ19 障害福祉サービス事業所への通所に利用できますか？ 

 

 Ａ19 原則利用できません。 

ただし、障害福祉サービスのうち「自立訓練」「就労移行支援」「就労

継続支援」については、一定の通所の練習後に自主通所が見込まれる

場合には、慣れるまでの期間（３か月を目安とする）についての支給

決定をすることがあります。 

 

 Ｑ20  地域生活支援事業のサービスを提供する事業所に行くのに利用できま

すか?（地域活動支援センターⅠ・Ⅲ型、日中一時支援等） 

  

  Ａ20 ①【地域活動支援センターⅠ型（きらら、すてっぷ、ういんぐ、さく 

ら）】 

➡利用できます。 

※障害福祉サービス提供事業所ではない。居場所としての利用。 

②【地域活動支援センターⅢ型（だんだん、シンプルハウス）】 

➡利用できます。 

※障害福祉サービス提供事業所ではない。居場所としての利用。 

③【日中一時支援事業所】 

➡利用できます。 

いずれも、事業者による送迎手段がある場合はそちらの利用を優先し

ます。 

 

Ｑ21 介護保険の対象者ですが、移動支援も利用できますか？ 

 

Ａ21 介護保険の対象の方も移動支援事業をご利用いただける場合がありま

す。介護保険の対象とならない社会参加のための外出などが利用の対

象となります。ただし、利用者の状況等を介護保険のケアプランで確

認し、支給決定された場合に限ります。管轄の総合福祉事務所または

保健相談所にご相談ください。 
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Ｑ22 自宅以外の場所で待ち合わせをし、目的地までのサービスを提供する

ことは可能でしょうか？ 

 

Ａ22 利用者の待ち合わせ場所までの安全性が確認でき、利用者の合意があ

れば可能です。 

ただし、基本的には居宅から居宅のサービスですので、自宅から待ち

合わせ場所への移動の状況について、サービス提供記録および移動支

援提供実績記録票に記録するようにしてください。 

 

Ｑ23 習い事、塾への往復に移動支援は利用できますか？ 

 

Ａ23 社会参加・余暇活動の一環として利用できます。ただし、利用する塾

等に送迎サービスがある場合は、そちらの利用を優先します。なお、

通い慣れることで単独での移動が見込まれる場合は、支給決定の期間

を短く設定し、確認するなど、状況に合わせた支給決定となります。 

 

Ｑ24 日中活動先での活動を終えた後、図書館に行きたいです。      

日中活動先→図書館→自宅の一連の移動に、移動支援事業を利用する 

ことはできますか？ 

 

 Ａ24 移動支援は原則、居宅を始点・終点としての移動にご利用いただく事

業ですが、日中活動先（就労継続支援Ｂ型、自立訓練、生活介護を提

供する事業所に限る）での活動を終えた後の帰宅途中の余暇支援に、

月 10回まで利用できます。 

 

Ｑ25 外出の前後に行う利用者の居宅内での支援は、移動支援として算定で   

きますか？ 

 

 Ａ25 移動支援のみを行う場合には、外出に付随する必要な援助として、持

ち物の確認、戸締り、火器等の安全確認、車いす準備、購入したもの

をしまう等、外出のための準備と帰宅後に行う５分から１５分程度の

援助であれば、移動支援の一部として算定することができます。 
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Ｑ26 通学介助、送迎介助および通所介助(以下、「通学介助等」という。)の

利用者で、余暇の時間数とあわせて、50時間以上の支援が必要と認め

られた場合の算定の考え方について、教えてください。 

 

 Ａ26 移動支援の余暇と通学介助等を併用する場合の１か月の利用時間の考

え方についてです。 

    １か月の上限時間は 50時間ですが、通学介助等により日常生活を送

るうえで必須となる移動に時間を使ってしまい、余暇の時間が不足す

ることがないように、通学介助等との併用に限り、１か月あたり 23

時間を上限として、50時間を超えて利用することができます。 

    

例１  

支給決定時間が 53時間(うち通学介助 23時間)で支給決定されている場合 

夏休み等で 23時間分の通学介助を利用しなかった場合、余暇として利

用できる上限時間は 50時間までになります。50時間を超えた部分の余

暇の利用については、自費扱いになりますのでご注意ください。 

例２  

支給決定時間が 73時間(うち通学介助 46時間)で支給決定されている場合 

50時間を超えて利用できる通学介助等の時間の上限は、23時間までで 

す。 

 

＜通学介助編＞ 

 

Ｑ１ 通学介助の対象はどのような人ですか？ 

 

Ａ１ 通学介助の対象は、通学に際し介助を必要とする小学校・中学校・高

等学校、大学等、特別支援学校（幼稚部および専攻科含む）および学

童クラブへ通学している障害のある生徒となります。 

   ※大学等…学校教育法に基づく大学等(大学院、短期大学を含む)、高

等専門学校、専修学校および各種学校を指します。 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

  

22 
 

 

Ｑ２ どのような場合に通学介助が支給されますか？ 

 

Ａ２ 対象者の保護者（以下、「保護者」という。）が、以下の事情で対象者

の通学を介助できない場合使用できます。 

① 対象児童の家族（同居・別居にかかわらず）の疾病、事故、出産、 

 障害等により、保護者が対象者の通学の介助ができない場合 

② 保護者（両親）の就労、保護者自身の疾病・障害等により、通学の 

介助ができない場合 

③ その他の事情により、保護者が対象者の通学の介助ができない場合 

     ※支給要件については、就労証明書や診断書等の書類で確認します。 

     ※支給決定後、状況に変化のあった場合は必ずお申し出が必要です。 

 

Ｑ３ 利用者が申請に当たり、用意する書類はありますか？ 

 

Ａ３ まずは窓口にご相談をお願いしています。通学を介助できない状況を

確認するために、書類をご用意いただきます。その都度ご用意いただ

くものを判断させていただきます。 

・（例）「保護者の疾病・障害」→医師による意見書、障害者手帳など 

・（例）「保護者の就労」→就労証明書等、就労していることのわかるもの 

 

Ｑ４ 通学介助の支給時間の上限は何時間ですか？ 

 

Ａ４ 原則として 1か月あたり 23時間までの間で、必要性を判断し支給決定

します。ただし、通学に時間を要し 23時間で足りない場合は、一月あ

たり 46時間までとなります。 

 

Ｑ５ 学校帰りに放課後等デイサービスを利用します。学校からデイサービ

スまで、また、放課後等デイサービスから自宅までの移動に通学介助

を利用できますか？ 

 

Ａ５ 障害児通所支援事業(放課後等デイサービスなど)への利用はできませ 

   ん。ただし、通学介助ではなく、以下のような事情でのご利用につい 

   ては、利用できる場合がありますので、管轄の総合福祉事務所または 

   保健相談所にご相談ください。 
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例：児童の家族や保護者の急な疾病等により、一時的に送迎ができな 

い。 

保護者の就労(出張や急な残業)により一時的に送迎ができない。 

夏休み等、通所先の開所時間の変更等により一時的に送迎ができな 

くなってしまった。(この場合、夏休み等の長期のお休みが終わった 

後の送迎については、ご家族等の送迎が再開することが前提になり 

ます。) 

 

Ｑ６ 遠足等の学校行事で集合場所が学校以外の場合に利用できますか？ 

 

Ａ６ 集合場所までの送り・解散場所からの帰宅については利用できます。

集合場所から解散場所までの行程については利用できません。 

 

Ｑ７ 学校から日中一時支援事業所、短期入所事業所に向かうのに、通学介

助を利用できますか？ 

 

Ａ７ その時間に保護者が送ることができない場合は、通学介助を利用でき

ます。 

 

Ｑ８ 夏休み期間の学校のプールカリキュラムに参加するのに、通学介助は 

利用できますか？ 

 

Ａ８ 通学介助の支給決定を受けている場合において、保護者がプールの送

迎にあたることができないときには、送迎に通学介助を利用できま

す。 

 

Ｑ９ 通学介助を利用する際の移動手段に制限はありますか？ 

 

Ａ９ 原則、徒歩または公共交通機関の利用となります。タクシーなど、車

を利用せざるを得ない場合は、管轄の総合福祉事務所または保健相談

所にご相談ください。 
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Ｑ10 教室まで一人で行けず、教員が対応できない場合、教室まで通学介助

を利用できますか？ 

 

Ａ10 利用できません。通学介助は、自宅から学校までの移動を支援するも

のです。よって、学校内でのサービス提供は想定していません。 

 

Ｑ11 キャンセルした場合の料金はどうなりますか？ 

 

Ａ11 事業所と利用者の契約内容によります。 

 

Ｑ12 普段は一人で通学できますが、他の学校の特別支援学級に週一回通学

しています。道が覚えられない、電車、バスの利用ができない場合、

通学介助は利用できますか？ 

 

Ａ12 支援の必要性を判断して支給決定します。 
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１４ 問合せ先 

 

（１） 支給決定に関すること 

 

  身体障害・知的障害のある方、難病の方 各総合福祉事務所 

  精神障害の方             各保健相談所 

    ※利用者のお住まいの地域で担当の係が分かれます。 

 

   ＜総合福祉事務所＞ 

 

① 練馬総合福祉事務所 障害者支援係      

練馬区豊玉北６－12－１ 練馬区役所西庁舎（２階）  

      電 話 （５９８４）４６０９  

      ＦＡＸ  （５９８４）１２１３ 

      担 当 〒１７６にお住まいの方 

 

② 光が丘総合福祉事務所  障害者支援係      

練馬区光が丘２－９－６ 光が丘区民センター（２階）  

      電 話 （５９９７）７７９６  

      ＦＡＸ  （５９９７）９７０１ 

担 当 〒１７９にお住まいの方 

 

③ 石神井総合福祉事務所  障害者支援係 

      練馬区石神井町３－30－26 石神井庁舎（４階）  

      電 話 （５３９３）２８１６  

      ＦＡＸ （３９９５）１１０４ 

      担 当 〒１７７にお住まいの方 

 

④ 大泉総合福祉事務所  障害者支援係 

     練馬区東大泉１－29－１ ゆめりあ１（４階）  

 電 話 （５９０５）５２７２  

      ＦＡＸ （５９０５）５２７７ 

      担 当 〒１７８にお住まいの方 
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＜保健相談所＞ 

 

① 豊玉保健相談所 

     練馬区豊玉北５－15－19  

      電 話 （３９９２）１１８８ 

      ＦＡＸ （３９９２）１１８７ 

   担 当  旭丘、向山、小竹町、栄町、桜台、豊玉上、豊玉北、 

豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、貫井、練馬、 

羽沢にお住まいの方 

 

② 北保健相談所 

     練馬区北町６－35－７ 

      電 話 （３９３１）１３４７ 

      ＦＡＸ （３９３１）０８５１ 

   担 当  春日町１・２・４丁目、北町、田柄１・２丁目、錦、 

早宮、氷川台、平和台にお住まいの方 

 

③ 光が丘保健相談所 

     練馬区光が丘２－９－６  光が丘区民センター内 

      電 話 （５９９７）７７２２ 

      ＦＡＸ （５９９７）７７１９ 

   担 当  旭町、春日町３・５・６丁目、田柄３・４・５丁目、 

高松、土支田、光が丘にお住まいの方 

 

④ 石神井保健相談所 

     練馬区石神井町７－３－28 

      電 話 （３９９６）０６３４ 

      ＦＡＸ （３９９６）０５９０ 

      担 当  大泉町２丁目、下石神井、石神井台１～３・５・６ 

丁目、石神井町、高野台、東大泉、富士見台、南大泉、 

南田中、三原台、谷原にお住まいの方 

 

⑤ 大泉保健相談所 

     練馬区大泉学園町５－８－８ 

      電 話 （３９２１）０２１７ 

      ＦＡＸ （３９２１）０１０６ 

   担 当  大泉学園町、大泉町１・３～６丁目、西大泉、 

西大泉町にお住まいの方 
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⑥ 関保健相談所 

     練馬区関町東１－27－４ 

      電 話 （３９２９）５３８１ 

      ＦＡＸ  （３９２９）０７８７ 

   担 当  上石神井、上石神井南町、石神井台４・７・８丁目、 

関町北、関町東、関町南、立野町にお住まいの方 

 

 

（２） 給付費の請求に関すること 

 

障害者サービス調整担当課 障害者給付係 

 練馬区豊玉北６－12－１ 練馬区役所西庁舎（１階）  

  電 話 （５９８４）１０２１ 

ＦＡＸ  （５９８４）１２１５ 

 

 

（３） 事業所の登録に関すること 

 

    障害者サービス調整担当課 事業者支援係 

練馬区豊玉北６－12－１ 練馬区役所西庁舎（１階）  

  電 話 （５９８４）２８２５ 

ＦＡＸ  （５９８４）１２１５ 

 


